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暮らしの相談（12 月 21 日～１月 20 日）

■相談所
相　談 日　時 場　所 備考・問い合わせ等

常設人権相談所 毎週月～金曜日
（休日を除く）   8：30 ～ 17：15 山口地方法務局 岩国支局

（岩国市錦見一丁目 16-35）

○�差別、いじめ、嫌がらせ等の相談
問�山口地方法務局 岩国支局
　☎ 0827-43-1125

特設人権相談所    1 月    9 日㈮   9：30 ～ 11：30 大島庁舎 ○差別、いじめ、嫌がらせ等の相談
問福祉課 民生福祉班　☎ 77-5505

育児相談
12 月 25 日㈭

10：00 ～ 11：30
しまとぴあスカイセンター※ ○�お子さんの発育・発達や食事等の相談

問�福祉課 こども家庭班（こども家庭センター）
☎ 77-5508　※助産師による相談あり

   1 月    9 日㈮ たちばなケアプラザ※
   1 月 20 日㈫ 久賀福祉センター

こころの相談    1 月    9 日㈮ 10：00 ～ 12：00 久賀福祉センター ○要予約
問�健康増進課 健康づくり班　☎ 73-5504

認知症相談    1 月    5 日㈪   9：00 ～ 12：00 日良居庁舎 ○相談日以外も可能
問地域包括支援センター　☎ 73-5506

出張年金相談 毎月第３火曜日
10：00 ～ 12：00

久賀総合センター ○�要予約
問岩国年金事務所　☎ 0827-24-222213：00 ～ 16：00

■税務相談
相　談 日時 備考・問い合わせ等

個人相談（所得税・消費税等）
12 月第 2・4 水曜日    9：00 ～ 16：00
   1 月第 2・3 水曜日     9：00 ～ 16：00

○要予約
問柳井税務署
☎ 0820-22-0277

音声案内
「２」→

「５」

法人相談（法人税・消費税・源泉所得税・印紙税等） 毎月第 1・3 金曜日    9：00 ～ 16：00 「７」「８」

資産相談（相続税・贈与税・譲渡所得） 毎週月曜日　　　　   9：00 ～ 16：00 ○要予約
問徳山税務署  ☎ 0834-51-1122（直通）

■電話相談
相　談 時間 電話番号

国税に関する一般的な相談（電話相談センター）   8：30 ～ 17：00 ☎ 0570-00-5901

救急医療電話相談
こども（15 歳未満）の相談 19：00 ～翌 8：00 ♯ 8000（利用できない場合　☎ 083-921-2755）

おとな（15 歳以上）の相談 毎日 24 時間 ♯ 7119（利用できない場合　☎ 083-921-7119）

※緊急・重症の場合は、迷わず 119 番してください。

かしこい
消費者

めざせ！

【相談窓口】
柳井地区広域
消費生活センター
☎ 0820-22-2125
山口県
消費生活センター
☎ 083-924-0999

消 費 生 活 上 の 不 安
や 心 配 を 感 じ た ら
消 費 生 活 セ ン タ ー
にご相談ください。
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＋
（
プ
ラ
ス
）
が
付
い
た
番
号
か
ら

電
話
が
か
か
る
。
不
審
な
の
で
出
て
い
な
い
が
、大
丈
夫
だ
ろ
う
か
。
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＋
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収
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。
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付
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ペ
レ
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内
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時

～
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０
‐
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１
０
‐
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に
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を
か
け
、
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際
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の
発
着
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を
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し
た
い
と
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え
ま
し
ょ
う
。

　

携
帯
電
話
の
場
合
は
、
契
約
し
て
い
る
電
話
会
社
に
よ
っ
て
手

続
き
等
が
異
な
る
た
め
、
シ
ョ
ッ
プ
に
問
い
合
わ
せ
る
か
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ご
家

族
な
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な
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。

国
際
電
話
は
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利
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き
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す
！


